
管
理
強
化
を
目
的
と

す
る
研
修
会
に
は

反
対
で
す

和
泉
市
教
委
は
、
近
隣
他
市

で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
「
全
職

員
研
修
」
を
２
０
０
５
年
度
よ

り
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ま

ざ
ま
な
経
緯
で
一
時
中
断
さ
れ

ま
し
た
が
、「
小
中
一
貫
教
育
の

推
進
」
と
の
大
義
名
分
で
再
開

さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

泉
北
教
組
は
「
全
教
職
員
に

案
内
す
る
が
、
強
制
参
加
で
は

な
い
。
」
と
の
確
認
（
２
０
０

５
年
６
月
２
０
日
）
を
和
泉
市

教
委
か
ら
得
て
い
ま
す
が
、

「
全
職
員
研
修
」
は
「
豊
か
な

心
を
は
ぐ
く
む
授
業
公
開
」
の

開
催
強
制
と
並
ん
で
、
教
育
行

政
に
よ
る
学
校
教
育
へ
の
管
理

強
化
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
「
学
年
主
任
研
修
会
」

の
内
容
が
、「
各
学
校
担
当
者
悉

皆
の
研
修
」
や
「
希
望
す
る
教

職
員
が
参
加
す
る
研
修
」
で
従

来
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
内
容
と

同
じ
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
管

理
強
化
以
外
に
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。こ

れ
は
近
隣
他
市
に
例
の
な

い
突
出
し
た
管
理
強
化
で
あ
り
、

学
校
教
育
の
自
主
性
を
不
当
に

縛
る
も
の
で
す
。
管
理
強
化
で

学
校
教
育
は
よ
く
な
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
有
害
で
す
。

和
泉
市
教
委
が
や
っ

て
き
た
学
校
運
営
関

与
の
原
則
に
反
し
ま

せ
ん
か
。

（
略
）

年
度
末
に
、

不
要
不
急
の
研
修
を

や
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か

今
回
の
「
学
年
主
任
研
修
会
」

は
２
月
の
小
学
校
校
長
会
で
唐

突
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
段
階
で
要
項
も
決
ま
っ
て
お

ら
ず
、
し
か
も
中
学
校
の
校
長

は
誰
１
人
知
ら
な
い
と
い
う
状

態
で
し
た
。

長
期
休
業
中
は
「
出
勤
日
」

と
は
い
え
、
多
く
の
教
職
員
は

年
度
末
の
事
務
、
部
活
動
な
ど

の
仕
事
が
あ
り
、
年
休
取
得
を

予
定
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

し
か
も
、
人
事
異
動
が
内
示

さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、
次
年
度

の
校
務
分
掌
が
継
続
す
る
の
か

交
替
す
る
の
か
も
微
妙
な
時
期

で
す
。

加
え
て
、
出
張
旅
費
の
精
算

も
ほ
と
ん
ど
終
わ
っ
て
い
る
時

期
と
な
り
ま
す
。

年
度
末
に
、
し
か
も
直
前
ま

で
要
項
が
発
表
さ
れ
な
い
研
修

が
本
当
に
必
要
な
の
で
し
ょ
う

か
。

早
急
に

和
泉
市
教
委
と
の

交
渉
を
要
求

泉
北
教
職
員
組
合
は
「
学
年

主
任
研
修
会
」
の
要
項
が
発
表

さ
れ
る
段
階
で
、
早
急
に
交
渉

を
設
定
す
る
よ
う
申
し
入
れ
て

い
ま
す
。
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異動の相談は

組合まで

子どもと学校を追い詰める「新学習指導要領」は抜本的見直し。｢チャレンジテスト」は廃止。

「
和
泉
市
教
育
委
員
会
主
催
で
、
全
小
中
学
校
の
全
『
学
年

主
任
』
を
対
象
と
す
る
研
修
会
を
開
催
す
る
。
」
と
の
説
明
が

突
然
、
２
月
の
小
学
校
校
長
会
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

目
的
や
正
式
な
要
項
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
あ
り

ま
す
が
、
「
も
し
以
下
の
よ
う
な
研
修
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
泉

北
教
組
は
、
こ
の
研
修
会
の
開
催
に
反
対
す
る
。
」
と
の
申
し

入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

全国で賃下げ実施は大阪府だけ

昨年秋に取り組まれた府労組連秋季確定闘争は

「①給与（月例給）の一律0,6％引き下げ（初任給及び若
年層は実施せず）②一時金の0.05ヶ月分引き上げ」などが
府当局の最終回答として終結しています。

これに伴う「差額」については、２月７日に②のボーナス引

き上げ分、おおむね平均１万２千～２万円程度支給されました。

これと反対に、①の月例給引き下げ分の「逆差額」（マイナ

ス分）として、２月分給料で調整（減額）されました。昨年４

月にさかのぼっての減額（調整）を行うため、ほとんどの職員

の２月分給料が下がりました。これにより、２月の給料は、お

おむね平均１万３千円～３万円程度減額されました。

②－①の結果、２月の影響額は、おおよそ平均で千円～１万

円程度の減額です。

しかも、今年１月は昇級月であり、引き下げられた月例給

（基本給）は、実質１月開始のため、昇級しても給料の「上がっ

た感」はほとんどありません。

維新府政の悪影響

大阪府は、08年～15年（維新府政）の７年間続いた賃金カッ

トをはじめ、２％の給料引き下げ、引き上げ勧告が出ている年

度は見送りとなるなど、国や他府県では行われていない異例の

抑制措置が続きました。その結果、大阪府は神戸市などより、

月額２万円近くの差が出ています。維新府政により、ますます

大阪から「教職員が逃げる」異常事態が続きます。


